
Ⅲ 食 物摂取量調査に用いられるデータベースとその活用について

一般的に食物摂取量調査においては、陰膳法等により栄養素やその他食品中に含まれる化

学物質を
“
実測

"す
る以外は、摂取した内容や量に関する情報をコンピュータ内部に何らか

の
“コー ド

)と
して持ち、「食品成分表」を用いて栄養素等の摂取量を算出している。このよ

うな
“
情報処理

"を
行 う基盤 として、「食品成分表」(五訂成分表に収載されていない食品の

成分値を含む)を 中心とするデータベースがある。「食品成分表」に格納された情報を有効に

活用するためには、さらに付随的なデータベースが必要となる。

従つて、これらのデータベースが無くては、食物摂取量調査は成 り立たない。また、調査

の精度の向上と効率化のためには、データベースをより良くするよう努めなくてはならない。

食物摂取量調査に関連するデータベースには多く種類があるが、 3つ に大別することができ

る。

① 食品の成分値に関するデータベース :五訂成分表、その他の食品等の成分値 (加工食

品 ・総菜、外食、給食、栄養強化食品、いわゆるサプリメン ト等)、調理による成分及

び重量変化

② 食 品の種類を分類 ・識別し、適切な 「食品番号」を付けるためのデータベース :食品

分類、食品検索、食品の置き換え ・分解、その他参考情報等

③ 食 品の摂取重量を適切に推定するためのデータベース :目安量―重量変換、廃棄率、

調味料%・ 吸油率等

本章では国民健康 ・栄養調査等における①～③への対応を中心として、整理を行うことと

する。

A 国 民健康 ・栄養調査に用いられる食品番号表

a 食 品番号表の特徴

国民健康 ・栄養調査方式の食物摂取調査において、食品番号表は出現食品を単にコー ド化

するだけのものではなく、栄養素等摂取量を把握する方法を実質的に標準化させる役割も併

せ持っている。

わが国では、食品成分表に収載されている食品を 「資源」として位置付けられているため、

食品成分表上の掲載順や関連情報の示 し方は食物摂取調査を実施する側にとって必ず しも効

率的ではない。そこで、国民健康 ・栄養調査に用いる食品番号表では、調査時での調査精度

や作業能率が上がるよう配慮されている。

食品群の掲載順は五訂 日本食品標準成分表に準じて (1～ 17群 )い るものの (表1)、各

食品群内の掲載は実質的な摂取時の状態や形態、名称の 50音順などの要素が適宜組み合わさ

れている。また、コー ド付けの際に参考となるような関連情報 (目安単位、可食部重量、目
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安重量、廃棄率、その他備考など)や 出現 した食品を必ず しも絞 りきれない場合に優先 して

選択する食品も示されている。

なお、これら食品番号表に掲載された情報で不十分な場合は、大蔵省印刷局 (現在の独立

行政法人国立印刷局)発 行の五訂 日本食品標準成分表 (科学技術庁資源調査会編)の 「第4

章資料」に示されている各食品ごとの情報や市販食品に関する成分表などが参考となる。

表 1 五 訂日本食品標準成分表の食品群分類と国民健康 白栄養調査の食品群等の分類及び食品番号表のコー ド体系

五訂 日本食品 国民健康 ・栄養調査

標準成分表 (コー ド体系) 食 品番号表 (コー ド体系)
1 穀 類
2 い も類及びでん粉類
3 砂 糖及び甘味類
4 豆 類
5 種 実類
6 野 菜類
7 果 実類
8 き のこ類
9 藻 類
10 魚 介類
11 肉 類
12 卵 類
13 乳 類
14 油 脂類
15 菓 子類
16 し 好飲料類
17 調 味料及び香辛料類
18 調 理加工食品類

給食 (給食番号)
外食 (外食番号)
惣菜類
特定保健用食品
水 (飲料の希釈用)

~栄
要素調整調味料顎 蒼まざ花の他″功日工賀応等※

~1~~~~十 一一十一一_十 一―
〇
――

ぐfOO01亨

〇    (01001-)

①  ( 0 2 0 0 1～ )

①  ( 0 3 0 0 1～ )

①  ( 0 4 0 0 1～ )

①  ( 0 5 0 0 1～ )

①  ( 0 6 0 0 1～ )

①  ( 0 7 0 0 1～ )

○  ( 0 8 0 0 1～ )

〇  ( 0 9 0 0 1～ )

①  ( 1 0 0 0 1～ )

①  ( 1 1 0 0 1～ )

①  ( 1 2 0 0 1～ )

①  ( 1 3 0 0 1～ )

①  ( 1 4 0 0 1～ )

①  ( 1 5 0 0 1～ )

〇  ( 1 6 0 0 1～ )

①  ( 1 7 0 0 1～ )

〇  ( 1 8 0 0 1～ )

〇   (01001～ )

〇   (02001-)

O   (03001ヘウ)
〇   (04001-)

①   (05001-)

①   (06001^ヤ)

〇   (07001-)

①   (08001 ヤヽ)

①   (09001ヘヤ)

〇  ( 1 0 0 0 1～)

〇  ( 1 1 0 0 1～)

〇  ( 1 2 0 0 1～)

①  ( 1 3 0 0 1～)

①  ( 1 4 0 0 1～)

〇  ( 1 5 0 0 1～)

①  ( 1 6 0 0 1～)

①  ( 1 7 0 0 1～)

O   (20000-)

①  (30000～ )

①  (40000～ )

①  (70000～ )

①  (90001～ )
訪 燥 合 品 (動物 )「 め で |「 太 戸 i夕|※ 2                 ∩  的 1 1 1島～ ヽ

※ 1栄養素調整調味料類およびその他の加工食品等には、栄養素調整調味料類、複合調味料類、ふ りかけ類、菓子類等、
総菜類等、スポーツ飲料 ・栄養 ドリンク等、錠剤 ・カプセル ・頼粒状のビタミン ・ミネラルが含まれる。

※ 2乾 燥食品 (乾物)は 、 「ゆで」 「水戻 し」番号が五訂 日本食品標準成分表にない 6食 品 (ゆでビーフン、ゆではる
さめ、凍 り豆腐 (水戻 し)、 切子大根 (水戻 し)、 カットワカメ (水戻 し)、 ひ じき (水戻 し))で ある。
なお、平成15年に実施する調査において 「国楽調」を利用する場合のみ、見かけ上、別コー ド(89901～)を用いるが
集計上何ら影響はない。

b錠 剤,カ プセル,類 粒,ド リンク状のビタミン ・ミネラルと特定の栄養素を強化 した

食品 (いわゆるサプリメン ト等)へ の対応

1)錠 剤,カ プセル,類 粒, ドリンク状のビタミン・ミネラルと特定の栄養素を強化 した食品

(いわゆるサプリメン ト等)を 把握 しなければならない背景

平成 13年に実施された国民栄養調査では、食生活状況調査の中で 「錠剤,カ プセル, ドリ

ンク状のビタミンや ミネラル」の使用状況を調査 している。これによると男性の 17.0%、女

性の 23.6%でこれ らの使用が認められている。しかし、栄養摂取状況調査にこれらから摂取

した栄養素等は加味されていない。一方、これまでに国内で実施 された、いくつかの検討に

おいて、 1つ のポーション (摂取単位)を 摂取 (もしくは服用)す るだけで、特定の栄養素

について 1日 当たりの栄養所要量を充足 してしまうものが実際に広く利用されていることも

確認されている。このため、従来の栄養調査データに 「錠剤,カ プセル,顆 粒, ドリンク状
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のビタミン ・ミネラル」からの栄養素摂取量も加味して集計 ・評価する必要が生 じている。

また、保健機能食品 (特定保健用食品 ・栄養機能食品)や 通常の食品形態で特定の栄養素

量を調整 している製品 (例えば、カルシウムを強化 したヨーグル トや ビタミンC添 カロしたキ

ャンディーなど)の 摂取にともなう影響も無視 し得ない状況である。

このような状況を踏まえ平成 15年国民健康 ・栄養調査より 「錠剤 ・カプセル ・顆粒状のビ

タミン ・ミネラル」、「いわゆる栄養 ドリンク (剤)」および 「特定の栄養素を強化 した食品」

からの栄養素等摂取も調査されることになっている。

2)錠 剤 ・カプセル ・顆粒状のビタミン ・ミネラル、いわゆる栄養 ドリンク (斉」)お よび特定

の栄養素が強化されている食品の整理

健康の保持増進や疾病の予防や治療を主眼に特定の栄養素の補給を目的とした錠剤 ・カプ

セル ・顆粒状のビタミン ・ミネラル、いわゆる栄養 ドリンク (剤)お よび特定の栄養素が強

化されている食品等が数多く出回つているが、現時点でこれらを明確に分類することは困難

である。 しかし、栄養調査に用いる食品データベースの側から検討すると図 1の ように整理

できる。

図1国 民健康・栄養調査における錠剤ロカプセル・類粒状のビタミンBミネラル、いわゆる
栄養ドリンク剤および特定の来養素を強化した食品の整理とコード付け

定特

のでぁって、中
瀦
靴
口四
えて

食

素
の
養

常

栄

通

の
→ ①

ベースと生在食品に通僅のコード営!士
左衡士とその後に所定のル=プレ査強4ヒ
英塞素をコTど付!す0鈍 L畳左狙隻す
0

■Tビ」寸ユす「19o9Q」

趣 籠 呈砲 ェド位立L麹
整 駈互ヽ 三ヨ笠≧と」玉 食ヨ臣去養
婁量柱主ゴ世 し、整 ぶ在

口ｍ
食

い

般

扱
一 いわゆる栄養ドリンク剤   → ②A

野型招)デ
ルロ類粒状のビタミ

五③一食品扱い

医薬品

医薬部外品

保健機能

食品

Ｆ

Ｊ

Ｉ

」 茉養機能食品(規格基準型) → ④ 影艶 近似支る量常の錨 歪読
み奮九二往立上 ことに封して調整
査れて埜る栄獲柔量を迦味する

通豊のョ=ド位1土K7Q000番 台)→ ⑤特定保健用食品(個別許可型)

錠剤口カプセル・類粒状のビタミ
ン・ミネラル

いわゆる栄養ドリンク剤 →②B コェどイ世す町9Q01」
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栄養素強化 コード1桁

十

食品群番号2桁 栄養素番号2桁

どんな栄養素を

十

図2強 化栄養素がどの食品群等を介して摂取されたものかを評価するための
コード付け(5桁)の設定(考え方)

卵
回

指定コード(目印) どの食品群から

↓             ↓
(表2の食品群の中から)(表 3a・表3bに示されたもの)

これだけ(OOOmg)摂 取した。

表2 平 成 15年国民健康・栄養調査で把握する特定の栄養素が強化されている食品を摂取 し

た場合に用いる食品群と食品群番号

大分類 中分 類 小 介 類 含 品群番号

穀 類 小麦 ・加 工品 パ レ/業百 (ちぎ二■パ ↓/″十除 く) 04

菓子パ ン類 05

うどん。 中華 めん類 06

鄭席 中華 め ん 07

豆 類 大豆 ・加 工 品 大 百 件 粒 )・ カロエ 品 18

そ の f4 1 3の大 亨 力B l ~規 ９
る

０
乙

そ の Tl 1 3 1の百 ・加 工 辞 そ の f 4 1 Jの百 ・力B l ~得 23

野菜類 野 葉 ジ ュー ス 野菜 ジュー ス 36

果実類 ジ ャ ム ジ ャム 44

果 汁 ・果 汁 歓 料 果 汁 ・果 汁 歓 料 45

魚介類 魚介加 工品 魚介 (練 り製 品) 59

魚肉ハ ム、 ソー セー ジ 60

肉 類 畜 肉 ノヽ ム、 ノーセ ー ジ類 63

乳 類 牛乳 ・乳製品 牛 乳

チー ズ Ｏ
乙

，
！

発酵 字L・孝L酸菌飲 料 73

その他 の乳製 品 74

ン由月旨英頁 油月旨類 バ ンター
76

マー ガ リン

菓子類 菓子類 和 葺 子 類 81

ケー キ ・ペ ス トリー 類 ９
る

Ｏ
Ｏ

ビスケ ッ ト類 83

キャンデー類 84

そ の Tl」1の要 子 類 85

嗜好飲料類 その他の嗜好飲料 コー ヒー ・ココア 90

そ の他 の嗜 好飲 料 91

調味料 ・香辛料類 調 味料 婦 94

マ ヨネー ズ 95
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表 3a 平 成 15年国民健康 =栄養調査で

把握する栄養素が強化されている

ミネラルの栄養素番号 と単位

表 3b 平 成 15年国民健康 口栄養調査で

把握する栄養素が強化されている

ビタミンの栄養素番号と単位

栄養素番号 栄養素 単位

23 ビタ ミンE m g

25 ビタ ミンBl m g

26 ビタ ミンB2 m 亀

28 ビタ ミンB6 m 富

32 ビタ ミンC m 富

①通常の食品形態であって、特定の栄養素量を調整 している食品の取 り扱い

通常の食品形態でありながら、特定の栄養素量を調整 している食品については、どのよう

な製品が販売さているのか確実に把握できない状況であり、データベース化は困難である。

このためこれらについては、形態の近似する通常の食品で置き替えを行い、これに調整され

ている (上乗せ られている)栄 養素量を加算 して対応する。この際、加算された栄養素は形

態の近似する通常の食品が属する食品群から摂取 したことが識別できるようにコー ド付けす

ることになっている (図2、 表 2、 表 3a、 表 3b)。

なお、栄養素量の表示状況により、大きく3通 り (図3～ 図 5)の コー ド付けパターンが

考えられる (図l① 、図 3、 図4、 図 5、例示 1)。

栄養素番号 栄養素 単 位

13 カルシウム m g

16 鉄 m g
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図3「 錠菓」1粒 4宮にビタミンCが 100mg強化されている場合のコード付け(考え方)

錠菓 4g

(15106)

もともとビタミンCはほとんど含
まれず、無視できる

強化されたビタミンCは 、どの食品群を介 して

標取されたかを明ら力Wこするコー ド付け

※ 強化されている(上乗せられている)栄養素を単純に加算できる場合(1)

十
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〔参考〕来養素を強化した乳製品に関する情報例

●カルシウムを強化した牛手【100g当り)
五訂成分表の普通牛字岐にはカルシウムが110mg/10叱含まれているので、

カルシウムを強化した牛字日こ含まれているカルシウム量から、
普通牛軍Wこ含まれるカルシウム量を差し引いた部分力胃会化分です。

●カルシウムを強化したヨーグルト(100g当り)
五訂成分表のヨーグルトロ全脂無糖にはカルシウムが 2ヽ0mg/100g含まれているので、
カルシウムを強化したヨーグルトに含まれているカルシウム量から、
プレーンヨーグルトに含まれるカルシウム量を差し引いた分が強化分です。

上 記 以 外 の 関 連 情 報 は 、 健 康 栄 養 調 査 ツ ー ル の ペ ー ジ (ホ ー ム ペ ー ジ )

http:〃www.nih.質o.ip/ciken/chosa/kenkoeivo.html を参照して下さい。

商品名(会社名) bルシウArlooml当り 角′成 ダ 抗 郎 ‐lm。 当 り

アカディMBP(日 本ミ|ウ コミュユティ) 122mE 118m宜 8mま 118-110)

毎日骨太(日本ミルクコミュニティ) 234旺 227旺 117「IK227--110)

カルパワーMBttx日 】車ミルクコミ・
~テ

ィ) 229曜 222m宮 112m宮(222-110)

森永元気カルシウム得胡じL業) 165旺 160m2 50「挙〈160--110)

のびやかミルク 明治満足カルシウム(明治
乳業)

260mg 252mg 142mg(252-110)

明治からだ生きいき(明治乳業) 234mg 227mg 117「昭(227-110

無脂肪乳もっとカルシウム(明治乳業) 217mg 210mg 100mg(210-110

カルシウムの多しミルク(グリコ字と業) 159叫 154mg 招 眠 (1 5 4 - 1 1 0 )

カルシウムの多しW酎 富肪乳(グ'メコ字し業) 149m烹 144mg 34m宮(144-110)

体にやさしい1酎旨肪 (棒名) 118rE 3m恵 118-110)

※普通牛乳1∞ml1103 2g

商品名(会社名) カルシウム 強化されたカルシウム
毎日骨太ヨーグルト(日本ミルクコミュニティ) 270m宮 150mα (270-120)

毎日骨太プレーンヨーグルト(日本ミルクコ

ミュニティ)
350mg 230mg(350-120)

明治ブルガリ7カ ルシウム 微糖 (明治乳糞) 171m宮 51m質(171-120)

メイトーカルシウム無脂肪低GIヨーグルト(協
同乳業) 200m貫 30m質(200-120)
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図4「 脱脂加糖ヨーグルト」1パック100gにカメレシウムが150mg強化され

ている場合のコード付け(考え方)

脱脂加糖 ヨーグ

ル ト100g

(13026)

カルシウム120mgが含まれる

十

ｇｍ
０５

弘
７３‐３
▲
‐
‐

ンヽ
ω

レ力

ｇｍ

晩
喘
ｇ
　
　
　
７。

強化されたカルシウムは、どの食品群を介し

て摂取されたかを明らかにするコー ド付け

※ 強化されている(上乗せられている)栄養素を単純に加算できる場合(2)
→ 前ページ例示の「毎日骨太ヨーグルト」を100宮摂取した場合に相当

図5「 脱脂加糖ヨーグルト」1パック100gにカルシウムが通常の2倍 (240mg)含ま

れている場合のコード付け(考え方)

十

上乗せられている)栄養素を算出して加算する場合

ｍｇ
　
略

０
　
　
て

ル
舘
榊
　
　
　
　
　
２４

脱脂加糖ヨーグル ト

100g

(13026)

もともとカルシウム120mgが含まれる

強化された

カルシウム 120mg

(97313)
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強化されているビタ ミンCの番 号は98432

<例 示 1>

月 H【 岡食

1 強 化されているもとの食品である
「錠菓」4gを コー ド化する。

2 栄 養素が強化されている旨の認識
コー ド 「9」 に強化されている食品群
番号 (キャンディー類)「 84」 と栄
養素番号 (ビタミンC)「 32」 を組
み合わせる。 (98432)

3 強 化量を 「基準単位」で示す。

②いわゆる栄養 ドリンク (剤)の 取り扱い

いわゆる栄養 ドリンク (剤)に ついては、錠斉J・カプセル ・類粒状のビタミン ・ミネラル

とは別に取り扱われる。製品の種類により、大きく2種 (「医薬品」・「医薬部外品」扱いと 「そ

の他 (食品扱い)」)に 分け、通常の食品に準じコー ド化する (図l②A・②B、図6)。

図6い わゆる栄養ドリンク(剤)を摂取した場合のコード付け(考え方)

ビタミンCが

る)「 錠菓」

120mg(一粒あた り)強 化されている (上乗せ られてい

を一粒4g摂取 した場合

ユンOO黄 〇       リ ポビ〇〇D
液「医薬品」      「 医薬部外品」
( 1 9 6 5 1 )            ( 1 9 6 5 1 )

オロナOOCド リン
ク「炭酸飲料」

( 1 9 6 9 9 )

「医薬品」・「医薬部外品」扱いのものと「その他(食品扱い)」に区別する

鯛査員記入相(ここには、記入しないて下さい)

摂取量
(左紀の

使用■―廃案tB

外食の場合は
「人前」を

記入すること)

障課寄1
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③錠剤 ・カプセル ・顆粒状のビタミン ・ミネラルの取り扱い

錠剤 ・カプセル ・顆粒状のビタミン・ミネラルは、食品と医薬品の区別をせず、主たる補

給を目的とした栄養素によって、内容をコー ド化 (表4)す るとともに、その中に含まれて

いる栄養素とその量を追記する。(図l③、図7、表 3a、 表 3b、 表4、 例示 2)。

表4錠 剤・カプセルロ類粒状のビタミンロミネラルで把握する内容とコード
番号

錠剤 ・カプセル ロ頼粒状のビタミン ・ミネラルで把握する内容  (コ ー ド番号)

ビタミンB群 の補給を主たる目的としたもの (ビタミンB剤 )   (19701)
ビタミンCの 存甫給を主たる目的としたもの (ビタミンC剤 )    (19702)
ビタミンこの補給を主たる目的としたもの (ビタミンE剤)     (19721)
総合的なビタミン補給を主たる目的としたもの (総合ビタミン剤) (19749)
カルシウムの補給を主たる目的としたもの (カルシウム剤)    (19751)
鉄の補給を主たる目的としたもの (鉄剤)            (19752)

図71包 (2g)にビタミンCが (1000mg)含まれている頼粒状のビタミンを利用
した場合のコード付け(考え方)

ビタ|ミン●剤

119702)  2g

ビタミンCは 、従来想定されていた食品群以外か

ら摂取 されていたとを明らかにするョー ド付け
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月 lJ【門食】

ピタミンCの 将 ,99932と 含有曇の 1000m gを コー ド化

<例 示2> 1包 (2g)に ビタミンCが(1000mg)含まれている類粒状のビタミンを
服用 した場合

1 ビ タミンC剤のコー ド19702に摂取
量2gを コー ド化する。

2.1の 直後に栄養素が強化されてい

る旨の認識番号 「9」 に錠剤 ・カプセ
ル ・類粒状のビタミン ロミネラルの指
定コー ド 「99」 と栄養素番号 (ビタ
ミンC)「 32」 を組み合わせる。
(99932)

3 含 有量を 「基準単位」で示す。

④栄養機能食品の取 り扱い

栄養機能食品も一定範囲で栄養価表示がなされているが、実際にどのような食品が流通 し

ているのかは必ず しも明確ではなく、すべての食品についてのデータベース化は不可能であ

る。このため、「通常の食品形態であって、特定の栄養素量を調整 している食品」に準ずる取

り扱いとする (図l④ )。

③特定保健用食品の取 り扱い

特定保健用食品は厚生労働大臣の表示許可を受け、法令で一定範囲の栄養価表示が定めら

れていることなどから、国民健康 ・栄養調査では該当する食品の登録 と表示 (公表)さ れて

いる範囲の栄養素成分のデータベース化がなされている。 したがって、調査時に該当する食

品が出現 した場合、通常の食品と同様の取 り扱いができる (図 l⑤ )。

なお、これ らの食品は、食品番号表の 70000番 台に収載されている。また、一般の食品と

区別するため、収哉ページの用紙色が変えられている。

⑥いわゆるサプリメン トと栄養素調整食品等を詳細にコー ド化することによって実現できる

集計 ・評価

本年の 「栄養摂取状況調査Jか らは、調査対象となつた栄養素について、より現実に近い

摂取状況の評価が可能となる。また、このような枠組みから得 られたデータからは、単に強

市‐‐‐‐‐‐‐‐」』］時卜帥的！

員記入欄(ここには、記入しないで下さい)

外食の場合は
「人前」を

記入すること)

姿  分   比   率

1騒ば妖あビケもぼ厳長f2をii

錠剤 カプセル 頼粒状のビタミン

ミネラルの指定ヨード「99」
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化 された栄養素の総量だけではなく、どの食品群を介 して摂取されたものかも評価すること

ができるため、例えば、性 ・年齢階層別による食品群別栄養素摂取量なども示すことができ

る (図9、 図 10)。

また、一連の 「錠剤,カ プセル,顆 粒, ドリンク状のビタミンや ミネラル」や 「栄養素を

強化 した食品等」の利用の有無による栄養素等摂取状況の違いや、他の生活習慣や身体状況

調査との検討 も可能 とな り、より詳細な施策の推進や評価への活用が期待できる。

図9強 化された栄養素量を加味したカルシウム摂取状況の集計 (強化分を一括
して示す場合の例示)

200 400 800
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図10強 化された栄養素量を加味したカルシウム摂取状況の集計 (強化分を介した
食品群に上乗せして示した場合の例示)

手L類

豆 類

魚介類

穀類

緑黄色 野菜

その他 の里予棄

その他

錠剤、カプセル、類
粒状のカルシウム

150 250
(mg/日 )

□食 品 由来    隆 強 化分

c加 工食品,惣 菜,外 食

1)加 工食品

国民健康 ・栄養調査の食品番号表には、五訂 日本食品標準成分表に収載されている 18詳の

調理加工食品類は取 り扱われていない。しかし、4群 豆類の豆腐や納豆、7群果実類のジャム

やジュース、11群 肉類のハムやソーセージ、18群 乳類のチーズやヨーグル ト、15群 菓子類

のすべては、加工された食品であることから、加工食品がまつたく除外されている訳ではな

い。

平成 15年の食品番号表では、これまで実施されてきた国民栄養調査において、実際に出現

したことが多いものの、必ず しも十分な対応がとれていなかった減塩、低エネルギータイプ

の栄養素調整調味料類、クリームシチュールウや焼き肉のたれなどの複合調味料類等、ふ り

かけ類、レアチーズケーキなどの菓子類、ごま豆腐などの惣菜類などについて、新規に対応

する食品番号が設定されている。これらの食品番号を適切に用いてコー ド付けを行 うことで、

作業の簡略化と調査精度の向上が期待できる。
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2)惣 菜

調査対象者が百貨店やスーパーマーケット等で購入

ため食品番号表では、40000番 台に出現頻度が高いと

れている。

惣菜類番号を用いてコー ド付けを行 うことは、コー

した惣菜を摂取する場合も多い。この

予想 される惣菜類の食品番号が設定さ

ド付けの作業を簡素化できる反面、同
一の料理名 (献立)で あっても、その中に含まれている食材 (食品や調味料)は 個々に異な

つている場合がほとんどであるため、実際に摂取されたものと食品番号が設定されている惣

菜の内容に乖離が生ずることを認識 しておかなければならない。 し たがって、使用食材や重

量が判別 ・追跡可能であれば、総菜類番号によるコー ド付けは行わずに、個別の食品に分解

して対応することが望ましい。

特に注意を払わなければならないのは、家庭で調理された料理であるにもかかわらず、調

査対象者の記載内容が明確ではなかったり、複雑であつた場合に、調査担当者が十分な対応

を取らないで、安易に惣菜類番号でコー ド付けを行 うことである。惣菜類番号はあくまでも、

最終的にやむを得ない場合に用いるものとして取り扱 うべきである。

3)外 食

平成 13年 国民栄養調査においても明らかにされているように、20～50歳 代男性における

昼食の外食率は 50%を 超えてお り、栄養摂取状況調査を実施する上で留意 しなければならな

い。

惣莱類番号の場合と同様に、外食番号 (30000番台)を 用いてコー ド付けを行 うことは、

コー ド化作業を簡素化できるものの、同一の献立であっても、その中に含まれている食材 (食

品や調味料)は 異なっている場合がほとんどであるため、摂取されたものと食品番号上の内

容に差が生ずることを認識 しなければならならない。可能な限り、使用食材や重量の判別 ・

追跡可能であれば、個別の食品に分解 してコー ド化することが求められる。

外食番号を用いて、コー ド化する場合に十分注意 しなければならないことは、摂取量を 「人

前」で記入することである。また、惣菜類の場合と同じく、家庭で調理された料理を調査担

当者が作為的に外食番号でコー ド付けを行 うことである。外食番号は、調査対象者が摂取内

容の秤量を行えない場合に用いるものとして認識 しておく必要がある。

なお、平成 15年国民健康 ・栄養調査の食品番号表では、外食番号の追加により、めん類の

具をすべて摂取 し、汁 (スープ)を 全量もしくは、一部を残 した場合の対応について、関連

の外食番号を組み合わせることにより、容易に対応できるようになつている。
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d保 育所 口幼稚園 口学校給食への対応

1)給 食の摂取状況を把握するための 「給食コー ド」

成長期の子ども (保育園児、幼稚園児、学童、生徒)の 食物摂取量を把握する際には、低

年齢であるほど直接本人から情報を得ることが困難となり、発達の段階に応 じた調査の工夫

が必要となる。国民健康 ・栄養調査の場合は、世帯単位での 「比例案分方式」が用いられて

いるため、子どもの食物摂取状況は多くの場合保護者等が記録することとなる。その際、家

庭内の食事については保護者等が直接状況を把握 し、記録をすることができるが、保護者か

ら離れて食べたものについては、子ども自身が記録をとるか、保護者等が子どもから聞き取

ることで把握をすることとなる。そのうち、保育所 ・幼稚園 ・学校における給食については、

多くの子ども達が昼食 として利用 していることから、国民健康 ,栄養調査では、保護者から

子どもへの聞き取 りの負担を増やさずに、しかも一定の精度を担保するために 「給食コー ド」

が設定されている。

保育所、幼稚園、学校における給食は、「児童福祉施設給食の栄養給与目標の取扱いについ

て」の通知や学校給食実施基準によって、目標 となる給与栄養量が年齢区分ごと (保育所給

食は 3歳以上児と3歳未満児の 2区 分、学校給食は幼稚園、小学校 1-2年生、3-4年生、卜6

年生及び中学校給食、定時制高等学校の 6区 分)に 示されている。各施設ではこれらの基準

をもとに献立作成がなされ、それに基づいた食事の提供が実施 されている。実際には、給食

で提供 している 1食分のエネルギー及び各栄養素量は日々変動 しているが、平均的にはこれ

らの基準に準じているものとして、表 1の ようなコー ドが設定されている。

21000

封二孝L       20000
小学校給食 (3-4年生)       主 食    23134

おかず   23234

注)保 育所給食の場合は、昼食とおやつをセットとして 1つの番号が設定されている。

保育所給食の 3歳 以上児の場合は、原則 として昼食のおかずとおやつの提供であり、主食を家庭から持参す

ることになっている。しかし、ここでは主食の標準量を含めた昼食 として設定されている。また、保育所の場

合、延長保育などで補食を食べている場合 も想定されるが、補食に関しては給食コー ドには含まれない。

小学校、中学校の給食については、主食 (パン ・米飯)。おかず ・牛乳の区分により標準食品構成表が示さ

れていることから、この構成単位にあわせた食品番号が設定されている。

学校給食実施基準では定時制高等学校の場合の設定もあるが、高等学校での給食は成人と同様外食の取 り扱

いとなつている。

つ
る
一
つ
々

１
■
一
っ
る

３

　
３

２

一
２一ず

一カ

主
一お

表 1 国 民健康 ・栄養調査に用いられている給食コー ド
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2)給 食 コー ドの基礎 となった資料

国民健康 ・栄養調査に

おける各給食 コー ドの食

品構成データベースの作

成過程を図 1に 示す。そ

の際、特に考慮 されたこ

とは次の 2点 である。

①季節変動が摂取量に強

く影響する果物について

は、1997年の家計調査を

基に年平均に対する 11月

の平均購入量か ら、果物

の種類及び量が決定され

ている。

② 「平成 11年度 学 校給食情報ネットワーク事業報告書」から、学校給食における食塩の
“
標

準的な
"使

用量が推定されている。

3)摂 取量の個人差の把握

国民健康 ・栄養調査においては、保育園児や幼稚園児の場合、摂取量の情報を子どもから

得ることはむずかしいため、給食を 「食べた」か 「食べなかった」かのいずれかで摂取量が

把握されている。一方、小学生以上の場合には、ある程度個人差を把握できるように、給食

コー ドに対応 した 「主食」「おかず」「牛乳」の区分ごとに、「何人前食べたか」ということで

量的な把握を行 う方法が導入され、おおよその食べた量を子ども自身が表現 しやすいよう下

記のようなイラス トが 「食品番号表」に収載されている (図2)。

学校給食をどのく

全部食べた

らい食べたか、下の図から選ぶ形でおよその摂取量を確認する

少し残した

3/4人分

半分残 した  ほ とんど残 した

的
●

０・５①
人 分

的
①

最初の半分 ぐらいおかわりした 最初と同 じくらいおかわ りした

2人 分

的
① ● ●

図 2 学 校給食における摂取量の個人差を把握するためのイラス ト

学校 :0「 児童又は生徒一人一回当た りの平均栄養所要量の基準」
(学校給食実施基準第一号表)

● 「標準食品構成表」

(平成7年3月29日 「学校給食の食事内容について」)
0平 成11年5月 「学校給食実施状況調査」→米飯週27回 、パン23回

保育所 :● 「児童福祉施設給食の栄養給与 目標の取扱いについて」
の通知 (平成12年1月19日)「 保育所における栄養給与目標算出例」

0「 保育所給食の食品構成表」 (保育所給食研究会,こどもの栄養,201Xl)

データベースの作成方法
①米飯とパンの給与頻度(27回対23回/週)に基づく、1回あたりの

“
標準食品構成表

"の
設定

②季節変動の影響を強く受ける食品(果物)の考慮 (家計調査による)
③標準食品構成に示されていない調味料からの食塩の摂取量の設定
④調理コードの設定

図1 保 育所・幼稚園中学校給食の食品構成データベースの作成過程
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e食 品番号表にない食品への対応

わが国の食文化や食習慣は多様であり、ある地域のみで摂取されている食品も多い。また、新

しい加工食品や従来国内では存在 しなかった食品が海外から取 り入れ られ利用されることもある。

しかし、これらの多くは食品番号表では取り扱われてない未収載食品であり、栄養調査時に出現

した場合には相応の対処が必要である。

食品番号表に収載されていない食品については、本来該当食品の成分値に関する情報を収集 し

た上で新たに食品番号表ヘデータの新規登録を行 うことが理想的であるが、実際には短時間での

対応は難 しく、それに代わる方法として他の食品で置き換えてコー ド付けする場合が多い。

実際に食品の置き換えが必要な殆どの場合、表 1に示 した何れかの対応を取ることになる。こ

の際、特に留意 しなければならないことは、特定食品の置き換えについては、調査者や確認者間

で常に同一の対応が取れるようにしておかなければならない。また、調査開始後に新たな置き換

えが老、要な食品の出現を認めることも多いので、その際における連絡体制の確立や短時間で適切

な情報が共有できる環境を予め整備 しておく必要がある。

表1 食 品番号表に収載されていない食品の置き換えについての対応

(1)名 称 (呼称)は 異なっているが、実質的に同一の食品が食品番号表に収載されている場合
→実質の内容が一致した食品に置き換える

(2)名 称 (呼称)に 一致する食品が食品番号表に収載されているが、実質は別の名称 (呼称)で 登
録されているものが一致する場合

→実質の内容が一致した食品に置き換える

(3)食 品番号表に対応する食品が収載されていない場合
→栄養素成分が全般的に似通つていると考えられる食品で置き換える

(4)食 品番号表に対応する食品が収載されておらず、かつ来養素成分が全般的に似通つていると考
えられる食品も存在 しない場合
→食品が持つ茉養学的な特徴を最も反映させるため、エネルギー量もしくは特定の栄養素の

含有量が近似している食品で置き換える

(5)食 品番号表に収載されていない、加工食品や複合調味料などの場合
→原材料として用いられている食品とその配含割合を勘案して置き換える

(6)上 記 (1)か ら (5)の いずれにも該当せず、有効なデータとして取り上げなくとも評価上大
きな影響は生じないと予測される場合。
→データを削除する (置き換えの必要なし)
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十
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貧湧蒼ヴウ字たなサ 貧ヽ海の密ど  ― ある浄力なた方ゲ5扱 ク″み一

日本人の食事内容ほど複雑で多様なものはありません。また、常に新 しい食品が利用され始め

ます。 したがって、地域における健康 ・栄養調査においても食品番号表に収載されていない食品

の読み替えや整理が必要になります。

ある自治体では、独自で実施 した健康 ・栄養調査で出現した食品番号表の未収載について、『他

のコー ドに読みかえた食品』、『分解 してコー ド化した食品』、『判断困難な事例』の3つ に分けて

データファイル化 (整理)し ています。このような整理は手間がかかるようにも思われますが、

それ以降の調査に同一食品が出現 した場合の対応が極めて円滑になるほか、国民健康 ・栄養調査

にも活用できることが期待できます。特にその地域でしか食べられていないような食品への対応

は重要です。

自治体では、定期的に人事異動が行われることが多く、主幹部局の担当者が入れ替わる場合など

にそれまで蓄積 してきた情報の行方が不明になることもよくあるようです。この自治体では、フ

ィール ド調査の終了後にデータ確定のための審査を実施 してお り、その際に複数の担当者間で食

品番号表にない食品の情報を確認 し、共有する機会を設け、情報の精度向上と風化を防ぐ取り組

みが取られています。

f今 後の課題

本章の中でも示 してきたように、国民健康 ・栄養調査に用いられるデータベースはわが国の食

環境の変化に対応すべく、整備が重ねられてきた。 しかし、未解決の問題も多く、日々新たな食

品も出回る状況である。今後とも、出現頻度の高い食品を中心としたデータベースの追加構築や

調査精度を高める工夫を継続的に進める必要がある。このためには、調査現場や取 りまとめの際

生じた疑問や問題点を整理 し、厚生労働省や独立行政法人国立健康 ,栄養研究所に対して建設的

な意見や要望として提示することが重要である。国民健康 ・栄養調査に携わるすべての調査担当

者が以降の調査におけるデータベース、調査手法、調査精度、調査効率を向上 (高度化)さ せる

責任も担っていると自覚すべきであろう。
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B 食 品摂取量を把握するための諸情報の整理

a食 品摂取重量の把握

ここでは、食物摂取量調査における食品摂取重量の把握に関する事項について、解説する。

1)食事(秤量)記録調査で求められる秤量レベル

(秤量)記録法による食4/m摂取量調査における秤量レベル(どんな食品について、原則として計量

が老、要か等)は、各調査それぞれの調査必携において明示されるべきものである。

国民健康・栄養調査における調査必携・食品番号表では表1に示すような秤量レベルが求められ

ている。すなわち、①外食については「外食番号」を利用しても良い。「外食番号」が利用された場合、

「刺身定食1人前」などのように「○人前」単位で記入し、あらかじめ決められた1人前量(構成食品と

それぞれの重量)に基づいて栄養素等量が算出される。大きさや個数で示すことができるものは、大

きさ・個数を記録する。摂取量は「1人前」を基準として、「0,5人 前」「1.5人前」のように料理単位で

扱われる、②惣菜類については、「惣菜類番号」を利用しても良い。「惣菜類番号」が用いられた場

合、記入された量と、あらかじめ決められた構成食品とその割合によつて栄養素等の量が算出される、

③秤量されなかった食品については、「目安量・重量換算表」や調査員の経験に基づいてグラム重

量に換算する、④揚げ物類の油(十衣)については秤量せずに、「調味料の害1合・吸油率表」に基づ

いてグラム重量に換算する、⑤記録、あるいは秤量されなかった調味料については、「調味料の割

合・吸油率表」や調査員の経験に基づいてグラム重量に換算する、⑥香辛料については記録、秤量

は不要である等である。

地域で調査を行う際にもその調査における秤量レベルを定めて、そのレベルに忠実に調査を実

施する必要がある。この場合、どこまで秤量、記録を求めるかは、その調査の目的や規模により異な

つてくる。また、対象者の調査への参加意欲、予算(対象者全員に正確な料理用秤を提供できるか

どうか等)、マンパワー(正確な秤量、記録を求める場合は、調査対象者、調査者の双方に対する相

応のトレーニングが必要等)などの条件にも影響される。
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表 1 国 民健康 B栄養調査における秤量レベル (例)

対象君こ記録を求めるレベル コード付す(データ|四∋

鉱 旦里 韓 睡

①姫 たこ簾 中3個 30302た こ焼き(中8

倒

0.4C末富0

夕陽部弘欠 挽 ぶり1.5杯 30237 弁協核〔(夕概 1.5(ノ崎朝砂

スパゲッティ・ナ

ポリタン
り 前 30102 ス パグッティ

(ナ迎 夕力

1(ノ代fttD

②惣棄、レト

ルト・活河】記窒道詰

ごぼうサラダ(マ
ヨネー期

100富俳糠聖鎧体の

差己乏斉計に崖∋

40701 ご ぼうサラダ

によ、マヨネー内

100富

③目駒 例 食パン 靴悠り・2/3枚 01026食 パン 30富
″リ Ll個 12004 期 F 55富(注:Ll個65gの可

鋼 9

④湯拙慶め

油B衣
天がら・芝えび 20g識 ふじ 10328 だう在び 20g

てんポ聯 達 じ 1杯 01025て んポ聯 9 g

柳 秒 (硬 14006 論 由 2.9g(注:天ポら・普通

衣の場合、「寿材十抱
の10%)

酬 わ 例 しょうゆ 達 じ 1杯 17は)7濃 口しょうゆ 18貫

塩 1つまみ 17012 館 0,5g

⑥寄糾 殻 殻

2)個 人別摂取量の把握―案分比率について

平成7年国民栄養調査から採用された「案分比率(それぞれの世帯員が各料理または食品をどれ

くらいずつ分けて食べたかを示す割合)」は、国民健康・栄養調査における特徴的な個人別摂取量

の把握方法であり、世帯の構成員一人一人の摂取量を算出する際にきわめて重要なものである。こ

の案分比率に基づいて、国民の性、年齢階級別の摂取量が推定され、わが国の栄養施策に反映さ

れる。また、残留農薬暴露量などを評価する際の基礎データとしても用いられている。4人家族で二
べての料理において、案分比率が「1:1:111」等と等分に記入されている場合などでは、安易に4等

分が行われていないかを確認することが望まれる。

3)調 理のプロセスと食品重量の変化

国民健康 ・栄養調査では5訂 日本食品標準成分表への切り替えとともに、平成 13年から調

理による栄養素等の変化を考慮した摂取量の評価を行うことになつた。このため、調査対象

者が記入した食品の重量が、調理あるいは摂取のいずれの段階に相当するものであるか確認

する必要が生じてきた。

図1に食品が調理、摂取される過程と、これに伴う食品重量の変化を示した。調理のプロ

セスは、「下処理」→ 「調理」→ 「盛り付け」→ (摂取)で あり、それぞれのプロセスを経た

食品重量は、①使用量 (下処理前)、②純使用量 (下処理後、調理前)、③料理の出来上がり

量 (調理後)、④料理の盛りつけ量 (③を一人分ずつ、皿 ・椀等に盛りつけたもの。③=④ の

場合もある)、⑤残量 (食べ残しや廃棄部等)と なる。調理による変化を考慮しない場合の食

品重量は、【②純使用量 (下処理後、調理前)一⑤残量】で求められてきた。食品によっては、
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調理のプロセスと重量の変化
例

りんこ さんまの塩焼き じゃがいもとわかめのみ 4

①使用量

下煙
→

|

②純使用量

誕 →

|

③料理の出来上がり量

盛りつけ→

‖
④料理の盛りつけ量

帳 励 →

|

③残量(廃棄や食べ残し

りんご1個

洗浄、1/2

に切さい

皮、芯を
除く可食
部量

②に同じ

②に同じ

なし

さんま
「生」1尾

洗浄、1

!塩

篤をお、る

水

(65 0 m l )ネ
1
風味調味
料(2g)

水戻し

①に同じ

一好

さんま「焼
き」1尾

③に同じ

骨 頭部

i①に同じ
ネ2

l①に同じ

1評価は困
1難

調査で把握したい量

芯・皮を除
いたりん
ご1/2個

②

さんま1焼

き」1尾か
ら、骨口頭
部を除い
た量

③
ネ4_⑤

骨口頭に

付着した
塩は考慮
しない

①

祥暦!ン:ンi欝:ン
望ぁ蒸発i①/4 !①/4 i③キ4/4 :②/4

下処理前の使用量 (①)が 用いられることもあつた (例えば、水戻し前の乾燥わかめ等)。調

理による変化を考慮する場合の食品重量は、原則として、【④料理の盛りつけ量 (一人分)一

⑤残量】を評価することになる。

しかし、調査対象者の記録は 「生の材料 (①または②)を (計量)、記録する場合」(勿論

この場合でも調理して摂取している)と 、「出来上がり重量 (③または④)を (計量)、記録

する場合」の両方がありえるという状況のもと (これを統一することができない現状のもと)

に、国民健康 ・栄養調査では、調査方法上の工夫 (調理コー ドの導入とこれに対応した計算

システムの採用)に よつて、調理によって生じる変化の影響を力日味している。調理コー ドを

用いた栄養素量の計算については、Ⅳ一C一aで解説する。          「

対
国民健康口栄養調査方式では、調理に用いる水は把握しない

Ⅲ2国
民健康・栄養調査方式では、調理による変化は考慮しない(原則として、五訂日本食品標準成分表に記載された範囲で

評価を行つているため)
Ⅲ3国

民健康・栄養調査方式では、案分比率で評価する
■4国

民健康・栄養調査方式では、③の変わりに、②十「調理コード」で対応することも可能

図 1 調 理のプロセスと食品重量の変化 (国民健康 口栄養調査方式における考え方)
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現在の国民健康 ・栄養調査方式の調査法における、調理のプロセスと対応させた食物の摂取

重量把握のためのポイン トをチェックリス トに示した。

調理のプロセスと対応させた食物摂取重量把握のポイン ト

□ 廃 棄部が除かれた量であるか (下処理に注意。例 :りんごの皮 ・芯等)

□ 水 戻し前か後か (下処理に注意。例 :乾燥わかめ等)

□ 調 理前か後か (乾めん等では重量変化が大きいので注意)

□ 一 人分の量か (適切に案分比率が記入されているか。例 :味噌汁等)

□ 残 量 (廃乗や食べ残 し)は なかったか (例:さんま塩焼きの骨 ・頭部等)

実際、調理変化に関する考え方は非常に難しく、現行の国民健康 ・栄養調査方式で採用 し

ている方法で、その全てを考慮できているわけではない。例えば、図 1に示 した味噌汁のよ

うな比較的単純な料理の場合でも、調理による変化を考慮 しているのは 「じゃがいも」のみ

である (乾燥わかめについては 「水戻し」のみ考慮)。複数の食品が組み合わされて調理され

ている場合、個々の食品の調理工程や、その過程でおこる変化は食品ごとに異なるため、現

在のデータベース (食品成分表)の 範囲で、調理の影響を全て考慮することはできない。調

理の影響を全て考慮するためには、新 しいデータベース (調理後に分析 された料理単位の成

分表)の 整備も必要となるだろう。

b目 安量 ,重量換算表の活用

量については、目安量が記載されている場合には、グラム重量に換算することが必要となる。

目安量からグラム重量への変換に際して調査員によつて大きくバラツくことがないよう標準化す

ることは、調査員による誤差を小さくするために必要なことである。このような理由から、国民

健康 ・栄養調査に用いられている 「食品番号表」には、目安量 ・重量換算表が収載されている。

この目安量 ・重量換算表は、農 ・畜産物に関しては流通上の標準規格に関する資料に基いて作

成され、各規格 (M、 Lな ど)を 目安単位 とし、それに対応する代表的な値を目安量としている。

市販食品に関してはパッケージなどの表示を参考に、標準的な量が求められている。計量カップ

や計量スプーンのような容量での計測については、容量からグラム重量に換算するために、実瀕J

データや比重を考慮 して整理されたデータをもとに換算表が作成されている。

さらに、この目安量 ・重量換算表には、廃棄率も同時に収載されている。農畜産物の規格は、

生産 ・収穫単位で設定されているため、可食部だけではなく廃棄部も含めたものである。従つて、

標準的な廃棄率を同時に収載 し、かつ目安量に対応する可食部重量も示されている。先に示 した

表 1の 「さんま」の例では、廃棄部は、頭部、内臓、骨、ひれとされており、その場合の廃棄率

が示されている。ここで、実際の食事において、頭部と骨のみが残されていた場合を考えてみよ

う。これらの残された部分が計量されていれば問題はないが、もし、廃棄部の重量が不明であり、
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この
“
標準的な

"廃
棄率をそのまま使用 してしまうと、廃棄された量が過大評価 されてしまうこ

とになる。このようなことから、 「食品番号表」上の廃棄部と実際の調査での廃棄部が一致 して

いるかどうかの確認も必要である。

またこの例は、このような重量とその内容が正しく確認できたとしても、食品成分表を活用す

ることには限界があることを同時に示 している。すなわち、「内蔵」と 「ひれ」を摂取 しているこ

とを確認 しても、そのことが摂取する各種栄養素の量には反映されない現実があることを示 して

いる。収載されている成分値に 「内臓」と 「ひれ」は含まれていないからである。調査者はこの

ような成分表を用いて摂取量を推定することの限界を理解 し、得られた値を評価 しなければなら

ない。その上で、コン トロール可能な誤差を少なくする努力がデータの精度を高めることにつな

がることを理解 しなくてはならない。 目安量 ・重量換算表もその一つの手だてである。

c調 味料の割合 ・吸油率表の活用

実際に
“
日に入る

"調
味料や調理油を量的に把握することは、次の 2つ の理由により困難な場

合が多い。

①量的に少なく、秤や計量スプーンなどでの計測ができない。

②使用量を計ることができても、調理の過程での食品に浸透や吸着することにより、実際の摂取

量を直接的に計ることができない。

少量であれば、栄養素の摂取畳としては問題にならないケースもある。一方で、調味料として

摂取する食塩、油などは、栄養素としてのナ トリウム、脂質の摂取量に大きく寄与 してお り、摂

取量を把握することが望ましい。調味料や調理油を量的に把握する際には、調査員が調査対象者

との面接での確認等によつてどのように推定するかが問われ、このことは結果としての摂取量に

大きく影響する。そこで、調査員による技能の差を少なくするために、推定に関する一定の考え

方を調味料の割合 ・吸油率表として示 している。

国民健康 ・栄養調査での 「食品番号表」では、調理に使用する食品の重量に対する調味料の重

量割合である、調味割合 (調味%)の 考え方を採用し、調味料の摂取量を推定する方法の標準化

を試みている。 し かし、ここではあくまでも一般的と思われる設定であり、味つけには個人差、

地域性が予想 される。従つて、その点を十分配慮 し、活用することが望まれる。調査員は地域で

よく食べられているものの味の濃さを数量的に把握する努力が必要となる。また、調査対象者と

の面接確認の際に、総合的に調査対象者の味の好みや、味の濃さについて判断できるような技能

が求められる。
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老切たおゲち舛のだ きの物

―解岡県だ湖 汚 み脅 物 塩分濃i定主こつ″ヽて一 づ
静岡県において食品摂取頻度調査を実施する際に、県民の飲んでいるみそ汁の塩分濃度

を知る必要があ りま した。 しか し、県全体ではみそ汁の塩分濃度を測定 していないため、

各健康福祉センター (保健所)や 市町村で測定 したデータをもらえるように依頼 したとこ

ろ、健康相談や栄養教室、基本健診の事後相談の場での測定結果、基本健診受診者の希望

者の測定結果、保健協力委員の自主活動 として毎年地区を替えての測定結果、基本健診で

行っているみそ汁の試飲か らの感想など、10件 ほどの情報が集ま りま した。 これにより、

静岡県のみそ汁の塩分濃度はこの程度 とい う目安をつけることができました。

同時に、この出来事を通 して、実は地域には豊富ある 1つ 1つ のデータを整理 しておくこ

と、また、それ らを取 りまとめていくことの大切 さを実感 しました。

例)A町 のみそ汁塩分濃度の分布
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*透 きとおった (白) グラフは、両世代の平均

(静岡県 :赤堀摩弥)
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小規模調理の影響(例)

げ め
重量     1009       70g

ビタミンC35mg    13mg

(35mg/100g)      (19mg/100g)

せ

C 調 理による変化を考慮するための対応

五訂成分表では、01

穀類、 02い も及びで

ん粉類、04豆 類、05種

実類、 06野 菜類、08

きのこ類、09藻 類、10

魚介類、11肉 類、12リロ

類の食品の一
部につい

て、調理 (「/J規ヽ模調

理」)後 の食品成分が示

されている。調理方法

としては、カロ熱調理 7

種、非加熱調理 4種 で

あるが、食品 と調理方

法の組み合わせは現在のところ限られている (図1)。

食品成分表においては、調理された食品の栄養計算法、調理による重量変化率等が付表に掲載 さ

れてお り、これらの情報を加味してできるだけ 「日に入る状態」に近い摂取量を求めること (図

1)を 目的として、平成 13年国民栄養調査から図 2の ように、3種類の調理ヨー ドが導入された。

調理コー ドを用いた栄養素摂取量の算出方法については、IV一Cを 参照のこと。

/1口
に東言桑儀軒こ近い

｀
｀

摂取量を評価  /′

コンピュータ内部での計算により、
重量変化率および成分値変化を

考慮した栄養素計算

「五訂成分表」での「ブ1 規ヽ模調理」

・ 非 加熱調理 ・コ・ 4種

「水さらし」「水戻し」「塩漬け」「ぬか漬け」

。 加 熱調理 ・・・ 7種

「ゆで」「水煮」「炊き」「蒸し」「焼き」「油炒め」「油揚げ」

解説 :調理された食品の栄養計算法

付表:調理による重量変化幕

データ処理の例:「ゆで」について

「生」の食品コードに「ゆで」の調理コード「B」を付
け、「生」の重量を記入する。

例 :ほ うれん草のおひたし

306267  60&

ほうれん草(生)の食品番号 と 三量

2 調 理コー ド

調理コー ド 加 熱調理の種類

優先順位 l   B  一 「ゆで物」、「煮物」

優先順位 2   R  一 「焼き物」

優先順位 3   X  ― li lld以外の加熱調理 (「炒め物」「揚げ物」「蒸 し物」等)

個々の「食品」に対 して、その食品が使われている料理名を参考に、 3種 類の調理コー ドの中から

つを選択 して記入します。

☆ 1つ の食品に対して、いくつかの「調理」を行つた場合は、優先順位の高い調理コー ドをつけ

て ドさい。

【例】妙め煮 i 炒 めた [X]後 に、煮た [B]場 合→調理コー ド[B]を 選択

☆ 1つ の料卑の中に、異なる「調理」を行った食品がいくつか混在する場合には、個々の食湿1に

対して調理コー ドをつけます。

☆ 調 理によつて付加 される調味料や油は含んでいません。

食品名 その食品が使われた料理 調理形態 調理コー ド

豚肉
ビーフン

たけのこ

カツ丼

焼きビーフン

酢豚

「揚げJて から 「煮た」
「ゆでJて から 「炒めたJ
「ゆでJて から 「揚げたJ

B

食パン

鶏卵
うなぎ

トース ト

目玉焼き
かば焼

「焼いた」
「焼いた」
「蒸し」てから 「焼いた」

R

さつま芋 ふかし芋 「ふか した」 X

図2国 民健康・栄養調査における3種類の「調理コード」の付与の仕方
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